
第３０号議案  

 

 

 

   債権の放棄について  

 

 

 

 上記の議案を提出します。  

 

 

 

  平成３０年３月５日  

 

 

 

提出者  中野区長   田 中 大 輔    

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 生業資金貸付金に係る債権を放棄するに当たり、議決の必要がある。  

  



   債権の放棄について  

 

 下記のとおり債権を放棄する。  

記  

１  債務者  

 ⑴  主たる債務者  

   記載削除  

 ⑵  連帯保証人  

   記載削除  

２  債権の内容  

  生業資金の貸付金及び利子  ２，０２７，６２３円  

３  放棄する理由  

  主たる債務者の破産による免責許可の決定及び連帯保証人の死亡

等により、本債権について回収の見込みがないため  


